
※赤字は、削除。青字は、追加。

基礎研究会における変更・改正の理由 専門調査員会における指摘事項

１　日本建築史、西洋建築史及び技術史について知っていること。 １　日本建築史、西洋建築史及び技術史について知っていること。

２　建築計画の基本的な方法についてよく知っていること。 ２　建築計画の基本的な方法についてよく知っていること。

３　建築基準法と関連法規についてよく知っていること。 ３　建築基準法と関連法規についてよく知っていること。

４　建築物及び居住者を取り巻く環境工学について知っていること。 ４　建築物及び居住者を取り巻く環境工学について知っていること。

５　構造力学の基本事項について知っていること。 ５　構造力学の基本事項について知っていること。

６　建築物に使用される材料について知っていること。 ６　建築物に使用される材料について知っていること。

７　建築物の構成やその仕組みについてよく知っていること。 ７　建築物の 構成やその仕組み構造や構法についてよく知っていること。 建築で用いる一般的な表現に修正した。

８　建築コストの構成や算出方法について知っていること。 ８　建築 コストの構成や算出方法物の数量積算の方法について知っていること。
積算の科目では、建築物の躯体の数量積算に重きを
置いているのが実状であるため、その内容に変更し
た。

９　各種建築設備の基本事項について知っていること。 ９　各種建築設備の基本事項について知っていること。

１０　建築の生産体制や方式について知っていること。 １０　建築の生産体制やその方式について知っていること。 「方式」が示すものを明確にする文章に修正した。

１１　コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの基礎について知っていること。 １１　コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの基礎について知っていること。

１２　安全衛生についてよく知っていること。 １２　安全衛生についてよく知っていること。

１　コンピュータの基本操作ができること。 １　コンピュータの基本操作ができること。

２　建築製図法により基本的な建築図面の作成ができること。 ２　建築製図法により基本的な建築図面の作成ができること。

３　工学的な基本測定ができること。 ３　工学的な基本測定ができること。

１　居住施設、商業施設、公共施設等の建築計画の理念と手法について知っていること。 １　居住施設、商業施設、公共施設等の建築計画の理念と手法について知っていること。

２　居住空間の構成と計画方法について知っていること。 ２　居住空間の構成と計画方法について知っていること。

３　建築空間の環境についてよく知っていること。 ３　建築空間の環境についてよく知っていること。

４　建築構造物の応力解析と断面算定について知っていること。 ４　建築構造物の応力解析と断面算定について知っていること。

５　鉄筋コンクリート構造の解析方法について知っていること。  ５　鉄筋コンクリート構造の解析方法について知っていること。 上記４と重複するため。

６　建築物に使用される構造材、仕上材及び仮設材についてよく知っていること。  ６ ５　建築物に使用される構造材、仕上材及び仮設材についてよく知っていること。 項目５の削除により繰上げ。

７　木造についてよく知っていること。  ７ ６　木質構造についてよく知っていること。
教科の細目に合わせるため。
項目５の削除により繰上げ

８　建築生産組織、施工計画及び施工管理についてよく知っていること。  ８ ７　建築生産組織、施工計画及び施工管理についてよく知っていること。 項目５の削除により繰上げ。

９　建築物の躯体及び仕上げの各種施工法について知っていること。  ９ ８　建築物の躯体及び仕上げの各種施工法について知っていること。 項目５の削除により繰上げ。

１０　仕様及び積算について知っていること。  １０ ９　仕様及び積算について知っていること。 項目５の削除により繰上げ。

１　居住施設や複合施設の企画及び設計がよくできること。 １　居住施設や複合施設の企画及び設計がよくできること。

２　居住空間内部の企画及び設計ができること。 ２　居住空間内部の企画及び設計ができること。

３　設計した建築物のプレゼンテーションができること。 ３　設計した建築物のプレゼンテーションができること。

４　環境工学実験ができること。 ４　環境工学実験ができること。

５　木造の構造計画ができること。 ５　木質構造の構造計画ができること。 教科の細目に合わせるため。

６　建築構造材料及び仕上材料の実験ができること。 ６　建築構造材料及び仕上材料の実験ができること。

７　器工具の修理及び調整ができること。 ７　器具及び工具の 修理及び調整ができること。
器工具の修理には、電気や機械の専門的な技術を要
するものも多い。そのため、器具、工具の調整のみと
した。

８　基本的な建築躯体及び仕上材の各種施工作業ができること。 ８　基本的な建築躯体及び仕上材の各種施工作業ができること。

９　施工図の作成ができること。 ９　施工図の作成ができること。

１０　施工計画及び施工管理がよくできること。 １０　施工計画及び施工管理がよくできること。

１１　調査測量及び工事測量ができること。 １１　調査測量及び工事測量ができること。
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技能照査の基準の細目　居住システム系住居環境科
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※赤字は、削除。青字は、追加。

基礎研究会における変更・改正の理由 専門調査員会における指摘事項

１　日本建築史、西洋建築史及び技術史について知っていること。 １　日本建築史、西洋建築史及び技術史について知っていること。

２　建築計画の基本的な方法についてよく知っていること。 ２　建築計画の基本的な方法についてよく知っていること。

３　建築基準法と関連法規についてよく知っていること。 ３　建築基準法と関連法規についてよく知っていること。

４　建築物及び居住者を取り巻く環境工学について知っていること。 ４　建築物及び居住者を取り巻く環境工学について知っていること。

５　構造力学の基本事項について知っていること。 ５　構造力学の基本事項について知っていること。

６　建築物に使用される材料について知っていること。 ６　建築物に使用される材料について知っていること。

７　建築物の構成やその仕組みについてよく知っていること。 ７　建築物の 構成やその仕組み構造や構法についてよく知っていること。 建築で用いる一般的な表現に修正した。

８　建築コストの構成や算出方法について知っていること。 ８　建築 コストの構成や算出方法物の数量積算の方法について知っていること。
積算の科目では、建築物の躯体の数量積算に重きを
置いているのが実状であるため、その内容に変更し
た。

９　各種建築設備の基本事項について知っていること。 ９　各種建築設備の基本事項について知っていること。

１０　建築の生産体制や方式について知っていること。 １０　建築の生産体制やその方式について知っていること。 「方式」が示すものを明確にする文章に修正した。

１１　コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの基礎について知っていること。 １１　コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの基礎について知っていること。

１２　安全衛生についてよく知っていること。 １２　安全衛生についてよく知っていること。

１　コンピュータの基本操作ができること。 １　コンピュータの基本操作ができること。

２　建築製図法により基本的な建築図面の作成ができること。 ２　建築製図法により基本的な建築図面の作成ができること。

３　工学的な基本測定ができること。 ３　工学的な基本測定ができること。

１　居住施設、商業施設、公共施設等の建築計画の理念と手法についてよく知っていること。 １　居住施設、商業施設、公共施設等の建築計画の理念と手法についてよく知っていること。

２　都市計画の理念及び方法について知っていること。 ２　都市計画の理念及び方法について知っていること。

３　建築構造物の応力解析と断面算定について知っていること。 ３　建築構造物の応力解析と断面算定について知っていること。

４　鉄筋コンクリート構造の解析方法について知っていること。  ４　鉄筋コンクリート構造の解析方法について知っていること。 上記３と重複するため。

５　建築物に使用される構造材、仕上材及び仮設材についてよく知っていること。  ５ ４　建築物に使用される構造材、仕上材及び仮設材についてよく知っていること。 項目４の削除により繰上げ。

６　木構造、鉄筋コンクリート構造、鉄骨鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造及び組積造について知っ
ていること。

 ６ ５　木質構造、鉄筋コンクリート構造、鉄骨鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造及び組積造について
知っていること。

教科の細目に合わせるため。
項目４の削除により繰上げ。

７　建築生産組織、施工計画及び施工管理についてよく知っていること。  ７ ６　建築生産組織、施工計画及び施工管理についてよく知っていること。 項目４の削除により繰上げ。

８　建築物の躯体及び仕上げの各種施工法について知っていること。  ８ ７　建築物の躯体及び仕上げの各種施工法について知っていること。 項目４の削除により繰上げ。

９　仕様及び積算について知っていること。  ９ ８　仕様及び積算について知っていること。 項目４の削除により繰上げ。

１０　建築測量の理論及び方法について知っていること。  １０ ９　建築測量の理論及び方法について知っていること。 項目４の削除により繰上げ。

１　居住施設、複合施設及び公共施設の企画及び設計がよくできること。 １　居住施設、複合施設及び公共施設の企画及び設計がよくできること。

２　設計した建築物のプレゼンテーションができること。 ２　設計した建築物のプレゼンテーションができること。

３　建築材料実験、構造実験及びその解析ができること。 ３　建築材料実験 、構造実験及びその解析ができること。 教科の細目に合わせるため。

４　器工具の修理及び調整ができること。 ４　器具及び工具の 修理及び調整ができること。
器工具の修理には、電気や機械の専門的な技術を要
するものも多い。そのため、器具、工具の調整のみと
した。

５　基本的な建築躯体及び仕上げの各種施工作業ができること。 ５　基本的な建築躯体及び仕上げの各種施工作業ができること。

６　施工図の作成ができること。 ６　施工図の作成ができること。

７　施工計画及び施工管理がよくできること。 ７　施工計画及び施工管理がよくできること。

８  調査測量及び工事測量ができること。 ８  調査測量及び工事測量ができること。

居住システム系建築科（元） 居住システム系建築科（改定案）
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技能照査の基準の細目　居住システム系建築科
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※赤字は、削除。青字は、追加。

基礎研究会における変更・改正の理由 専門調査員会における指摘事項

１　日本建築史、西洋建築史及び技術史について知っていること。 １　日本建築史、西洋建築史及び技術史について知っていること。

２　建築計画の基本的な方法についてよく知っていること。 ２　建築計画の基本的な方法についてよく知っていること。

３　建築基準法と関連法規についてよく知っていること。 ３　建築基準法と関連法規についてよく知っていること。

４　建築物及び居住者を取り巻く環境工学について知っていること。 ４　建築物及び居住者を取り巻く環境工学について知っていること。

５　構造力学の基本事項について知っていること。 ５　構造力学の基本事項について知っていること。

６　建築物に使用される材料について知っていること。 ６　建築物に使用される材料について知っていること。

７　建築物の構成やその仕組みについてよく知っていること。 ７　建築物の 構成やその仕組み構造や構法についてよく知っていること。 建築で用いる一般的な表現に修正した。

８　建築コストの構成や算出方法について知っていること。 ８　建築 コストの構成や算出方法物の数量積算の方法について知っていること。
積算の科目では、建築物の躯体の数量積算に重きを
置いているのが実状であるため、その内容に変更し
た。

９　各種建築設備の基本事項について知っていること。 ９　各種建築設備の基本事項について知っていること。

１０　建築の生産体制や方式について知っていること。 １０　建築の生産体制やその方式について知っていること。 「方式」が示すものを明確にする文章に修正した。

１１　コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの基礎について知っていること。 １１　コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの基礎について知っていること。

１２　安全衛生についてよく知っていること。 １２　安全衛生についてよく知っていること。

１　コンピュータの基本操作ができること。 １　コンピュータの基本操作ができること。

２　建築製図法により基本的な建築図面の作成ができること。 ２　建築製図法により基本的な建築図面の作成ができること。

３　工学的な基本測定ができること。 ３　工学的な基本測定ができること。

１　建築基礎製図法及び表示法について知っていること。 １　建築基礎製図法及び表示法について知っていること。

２　居住施設、商業施設、公共施設等の建築計画の理念と手法について知っていること。 ２　居住施設、商業施設、公共施設等の建築計画の理念と手法について知っていること。

３　建築空間の環境について知っていること。 ３　建築空間の環境について知っていること。

４　各種の建築構法について知っていること。 ４　各種の建築構法について知っていること。

５　建築物に使用される仕上材についてよく知っていること。 ５　建築物に使用される仕上材についてよく知っていること。

６　建築物に使用される構造材について知っていること。 ６　建築物に使用される構造材について知っていること。

７　建築生産組織について知っていること。 ７　建築生産組織について知っていること。

８　建築物の仕上げの各種施工法についてよく知っていること。 ８　建築物の仕上げの各種施工法についてよく知っていること。

９　建築仕上工事の施工計画及び施工管理についてよく知っていること。 ９　建築仕上工事の施工計画及び施工管理についてよく知っていること。

１０　建築測量の理論及び方法について知っていること。 １０　建築測量の理論及び方法について知っていること。

１　小規模の建築物の設計ができること。  １　小規模の建築物の設計ができること。 教科の細目に当該内容に関する記述がないため。

２　各種建築物の仕上部の設計がよくできること。  ２ １　各種建築物の仕上部の設計がよくできること。 項目１の削除により繰上げ。

3　建築仕上材料の実験ができること。 3 ２　建築仕上材料の実験ができること。 項目１の削除により繰上げ。

４　器工具の修理及び調整ができること。  ４ ３　器具及び工具の 修理及び調整ができること。

項目１の削除により繰上げ。
器工具の修理には、電気や機械の専門的な技術を要
するものも多い。そのため、器具、工具の調整のみと
した。

５　建築仕上工事の墨出しができること。  ５ ４　建築仕上工事の墨出しができること。 項目１の削除により繰上げ。

６　下地の作成及び検査がよくできること。  ６ ５　下地の作成及び検査がよくできること。 項目１の削除により繰上げ。

７　基礎的な各種建築仕上施工作業ができること。  ７ ６　基礎的な各種建築仕上施工作業ができること。 項目１の削除により繰上げ。

８　建築仕上工事の施工計画及び施工管理ができること。  ８ ７　建築仕上工事の施工計画及び施工管理ができること。 項目１の削除により繰上げ。

８　調査測量及び工事測量ができること。 教科の細目に合わせ項目を追加する。
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技能照査の基準の細目　居住システム系建築物仕上科
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※赤字は、削除。青字は、追加。

基礎研究会における変更・改正の理由 専門調査員会における指摘事項

１　日本建築史、西洋建築史及び技術史について知っていること。 １　日本建築史、西洋建築史及び技術史について知っていること。

２　建築計画の基本的な方法についてよく知っていること。 ２　建築計画の基本的な方法についてよく知っていること。

３　建築基準法と関連法規についてよく知っていること。 ３　建築基準法と関連法規についてよく知っていること。

４　建築物及び居住者を取り巻く環境工学について知っていること。 ４　建築物及び居住者を取り巻く環境工学について知っていること。

５　構造力学の基本事項について知っていること。 ５　構造力学の基本事項について知っていること。

６　建築物に使用される材料について知っていること。 ６　建築物に使用される材料について知っていること。

７　建築物の構成やその仕組みについてよく知っていること。 ７　建築物の 構成やその仕組み構造や構法についてよく知っていること。 建築で用いる一般的な表現に修正した。

８　建築コストの構成や算出方法について知っていること。 ８　建築 コストの構成や算出方法物の数量積算の方法について知っていること。
積算の科目では、建築物の躯体の数量積算に重きを
置いているのが実状であるため、その内容に変更し
た。

９　各種建築設備の基本事項について知っていること。 ９　各種建築設備の基本事項について知っていること。

１０　建築の生産体制や方式について知っていること。 １０　建築の生産体制やその方式について知っていること。 「方式」が示すものを明確にする文章に修正した。

１１　コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの基礎について知っていること。 １１　コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの基礎について知っていること。

１２　安全衛生についてよく知っていること。 １２　安全衛生についてよく知っていること。

１　コンピュータの基本操作ができること。 １　コンピュータの基本操作ができること。

２　建築製図法により基本的な建築図面の作成ができること。 ２　建築製図法により基本的な建築図面の作成ができること。

３　工学的な基本測定ができること。 ３　工学的な基本測定ができること。

１　建築基礎製図法及び表示法について知っていること。 １　建築基礎製図法及び表示法について知っていること。

２　居住施設、商業施設、公共施設等の建築計画の理念と手法について知っていること。 ２　居住施設、商業施設、公共施設等の建築計画の理念と手法について知っていること。

３　防災について知っていること。 ３　建築物の防災について知っていること。 内容を適切に表現する語句に修正した。

４　各種の建築構法について知っていること。 ４　各種の建築構法について知っていること。

５　建築材料について知っていること。  ５　建築材料について知っていること。 系共通基礎学科の項目６と内容が重複しているため。

６　建築物に設置される各種設備についてよく知っていること。  ６　５　建築物に設置される各種設備についてよく知っていること。 項目５の削除により繰上げ。

７　建築設備システム並びに建築設備における機器の種類、構造及び機能についてよく知ってい
ること。

 ７　６　建築設備システム並びに建築設備における機器の種類、構造及び機能についてよく知っ
ていること。

項目５の削除により繰上げ。

８　建築設備全般の設計理論及び施工法について知っていること。  ８　７　建築設備 全般の設計理論 及び施工法について知っていること。
項目５の削除により繰上げ。
建築設備の設計と施工法を分け、設計分野について
内容を適切に表現する語句に修正した。

９　配管施工法、電気設備施工法及び厨房施工法についてよく知っていること。  ９　８　 配管施工法、電気設備施工法及び厨房建築設備の施工法についてよく知っていること。
項目５の削除により繰上げ。
建築設備の施工法について要素をまとめた。

１０　建築設備工事の施工計画及び施工管理についてよく知っていること。  １０　９　建築設備工事の施工計画及び施工管理についてよく知っていること。 項目５の削除により繰上げ。

１１　熱力学及び流体力学について知っていること。  １１　１０　熱力学及び流体力学について知っていること。 項目５の削除により繰上げ。

１２　制御理論について知っていること。  １２　１１　制御理論について知っていること。 項目５の削除により繰上げ。

１　機械製図及び建築製図の作成ができること。  １　機械製図及び建築製図の作成ができること。
「機械製図」は専攻実技「施工図実習」の細目から削
除を提案しており、「建築製図」は系共通基礎実技の
項目２と重複しているため。

２　建築設備施工図の作成ができること。  ２　１　建築設備施工図の作成ができること。 項目１の削除により繰上げ。

３　各種の制御実験ができること。  ３　２　各種の制御実験ができること。 項目１の削除により繰上げ。

４　建築設備実験及び環境工学実験ができること。  ４　３　建築設備実験及び各種環境測定 工学実験ができること。
項目１の削除により繰上げ。
教科の細目に合わせるため。

５　基本的な各種の建築設備施工作業ができること。  ５　４　基本的な各種の建築設備施工作業ができること。 項目１の削除により繰上げ。

６　建築設備機器の測定、保守、操作、保全、調整、試験等がよくできること。
 ６　５　建築設備機器の性能検査 測定、保守、点検、劣化診断 操作、保全、調整、試験等がよくで
きること。

項目１の削除により繰上げ。
教科の細目に合わせるため。

７　建築設備工事の施工計画及び施工管理ができること。  ７　６　建築設備工事の施工計画及び施工管理ができること。 項目１の削除により繰上げ。

居住システム系建築設備科（元） 居住システム系建築設備科（改定案）
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技能照査の基準の細目　居住システム系建築設備科
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基礎研究会における変更・改正の理由 専門調査員会における指摘事項

１　日本建築史、西洋建築史及び技術史について知っていること。 １　日本建築史、西洋建築史及び技術史について知っていること。

２　建築計画の基本的な方法についてよく知っていること。 ２　建築計画の基本的な方法についてよく知っていること。

３　建築基準法と関連法規についてよく知っていること。 ３　建築基準法と関連法規についてよく知っていること。

４　建築物及び居住者を取り巻く環境工学について知っていること。 ４　建築物及び居住者を取り巻く環境工学について知っていること。

５　構造力学の基本事項について知っていること。 ５　構造力学の基本事項について知っていること。

６　建築物に使用される材料について知っていること。 ６　建築物に使用される材料について知っていること。

７　建築物の構成やその仕組みについてよく知っていること。 ７　建築物の 構成やその仕組み構造や構法についてよく知っていること。 建築で用いる一般的な表現に修正した。

８　建築コストの構成や算出方法について知っていること。 ８　建築 コストの構成や算出方法物の数量積算の方法について知っていること。
積算の科目では、建築物の躯体の数量積算に重きを
置いているのが実状であるため、その内容に変更し
た。

９　各種建築設備の基本事項について知っていること。 ９　各種建築設備の基本事項について知っていること。

１０　建築の生産体制や方式について知っていること。 １０　建築の生産体制やその方式について知っていること。 「方式」が示すものを明確にする文章に修正した。

１１　コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの基礎について知っていること。 １１　コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの基礎について知っていること。

１２　安全衛生についてよく知っていること。 １２　安全衛生についてよく知っていること。

１　コンピュータの基本操作ができること。 １　コンピュータの基本操作ができること。

２　建築製図法により基本的な建築図面の作成ができること。 ２　建築製図法により基本的な建築図面の作成ができること。

３　工学的な基本測定ができること。 ３　工学的な基本測定ができること。

１　居住施設、商業施設、公共施設等の建築計画の理念と手法についてよく知っていること。 １　居住施設、商業施設、公共施設等の建築計画の理念と手法についてよく知っていること。

２　室内空間の構成とその計画方法について知っていること。 ２　室内空間の構成とその計画方法について知っていること。

３　建築空間の環境についてよく知っていること。 ３　建築空間の環境についてよく知っていること。

４　形態デザイン及び色彩デザインの心理的効果、感覚的効果及び機能性について知っているこ
と。

４　形態デザイン及び色彩デザインの心理的効果、感覚的効果及び機能性について知っているこ
と。

５　人間工学について知っていること。 ５　人間工学について知っていること。

６　建築物の躯体及び仕上げの各種施工法について知っていること。 ６　建築物の躯体及び仕上げの各種施工法について知っていること。

７　建築空間に使用される仕上材についてよく知っていること。 ７　建築空間に使用される仕上材についてよく知っていること。

８　インテリア部品の製作法についてよく知っていること。 ８　インテリア部材 品の 製作加工法についてよく知っていること。 一般的な名称に変更した。

９　建築内装工事の施工計画及び施工管理について知っていること。 ９　建築内装工事の施工計画及び施工管理について知っていること。

１０　内装材の仕様及び積算について知っていること。 １０　内装材の仕様及び積算について知っていること。

１　建築内部空間の企画及び設計ができること。 １　建築内部空間の企画及び設計ができること。

２　インテリアエレメントの設計がよくできること。 ２　インテリアエレメントの設計がよくできること。

３　インテリア部品の製作図面の作成がよくできること。 ３　インテリア部品の製作図面の作成がよくできること。

４　インテリア材料の実験ができること。 ４　インテリア材料の実験ができること。

５　器工具の修理及び調整ができること。 ５　器具及び工具の 修理及び調整ができること。
器具及び工具の修理には、インテリア以外（電気や機
械）の専門的な技術を要するものも多い。そのため、
器具、工具の調整のみとした。

６　インテリアエレメントの基本的な各種の加工作業ができること。 ６　インテリアエレメントの基本的な各種の加工作業ができること。

７　建築空間の仕上げの各種施工作業ができること。 ７　建築空間の仕上げの各種施工作業ができること。

８　インテリア施工の施工計画及び施工管理がよくできること。 ８　インテリア施工の施工計画及び施工管理がよくできること。

９　人体寸法と作業域の空間把握ができること。 ９　人体寸法と作業域の空間把握ができること。

居住システム系インテリア科（元） 居住システム系インテリア科（改定案）
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基礎研究会における変更・改正の理由 専門調査員会における指摘事項

１　デザインの概要について知っていること。 １　デザインの概要について知っていること。

２　造形についてよく知っていること。 ２　造形についてよく知っていること。

３　色彩についてよく知っていること。 ３　色彩についてよく知っていること。

 ４　コンピュータの基礎について知っていること。  ４　コンピュータの基礎について知っていること。

５　生産工学、品質管理について知っていること。 ５　生産工学、品質管理について知っていること。

６　デザイン史について知っていること。 ６　デザイン史について知っていること。

７　デザイン関係法規についてよく知っていること。 ７　デザイン関係法規についてよく知っていること。

８　デザイン材料について知っていること。 ８　デザイン材料について知っていること。

９　安全衛生についてよく知っていること。 ９　安全衛生についてよく知っていること。

１　製品デザインについて知っていること。 １　製品デザインについて知っていること。

２　人間工学について知っていること。 ２　人間工学について知っていること。

３　材料加工法について知っていること。 ３　材料加工法について知っていること。

４　製品計画について知っていること。 ４　製品計画について知っていること。

５　視覚伝達デザイン、視覚伝達計画について知っていること。 ５　視覚伝達デザイン、視覚伝達計画について知っていること。

６　環境デザインについて知っていること。 ６　環境デザインについて知っていること。

１　スケッチ作業がよくできること。 １　スケッチ作業がよくできること。

２　要素構成や造形ができること。 ２　要素構成や造形ができること。

３　デザイン製図がよくできること。 ３　デザイン製図がよくできること。

４　デザイン系ソフトウエアによる作業ができること。 ４　デザイン系ソフトウエアによる作業ができること。

５　デザインワークができること。 ５　デザインワークができること。

６　安全衛生作業ができること。 ６　安全衛生作業ができること。

１　製品のデザインができること。 １　製品のデザインができること。

２　視覚伝達デザインができること。 ２　視覚伝達デザインができること。

 ３　試作ができること  ３　試作ができること

４　各種材料の加工ができること。 ４　各種材料の加工ができること。

５　デザインのプレゼンテーションができること。 ５　デザインのプレゼンテーションができること。

デザインシステム産業デザイン科（元） デザインシステム産業デザイン科改定案）
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基礎研究会における変更・改正の理由 専門調査員会における指摘事項

１　建築分野の技術英語について知っていること。 １　建築分野の技術英語について知っていること。

２　生産管理、経営管理について知っていること。 ２　生産管理、経営管理について知っていること。

３　建築の企画・開発方法について知っていること。 ３　建築の企画・開発方法について知っていること。

４　建築生産における建築の業務についてよく知っていること。 ４　建築生産における建築の業務についてよく知っていること。

５　施工現場の安全性を確保するための構造力学及び構造体の力学的解析法をよく知っているこ
と。

５　施工現場の安全性を確保するための構造力学及び構造 体の力学的解析手法をよく知ってい
ること。

文言整理による。

６　施工管理のための施工法と設備施工法をよく知っていること。 ６　施工管理のための施工法と設備施工法をよく知っていること。

７　建設環境における公害の防止方法を知っていること。 ７　建設環境における公害の防止方法を知っていること。

８　施工管理上必要な関連法規についてよく知っていること。 ８　施工管理上必要な関連法規についてよく知っていること。

９　建物の維持管理をよく知っていること。 ９　建物の維持管理をよく知っていること。

１０　安全衛生管理についてよく知っていること。 １０　安全衛生管理についてよく知っていること。

１　工事測量と足場施工の計画及びその管理がよくできること。 １　工事測量と足場施工の計画及びその管理がよくできること。

２　構造物の躯体の施工及び、仕上施工ができ、その管理がよくできること。 ２　構造物の躯体の施工及び、仕上施工ができ、その管理がよくできること。

３　施工現場で必要とされる各種施工図書の作成がよくできること。 ３　施工現場で必要とされる各種施工図書の作成がよくできること。

４　躯体・仕上げ・設備等工事の現場積算及び予算の組立ができること。 ４　躯体・仕上げ・設備等工事の現場積算及び予算の組立ができること。

５　工程計画及び管理のための各種検査・測定・評価がよくできること。 ５　工程計画及び管理のための各種検査・測定・評価がよくできること。

６　コンピュータ支援による建築生産情報の活用や現場事務所の運営ができること。 ６　コンピュータ支援による建築生産情報の活用や現場事務所の運営ができること。

７　基礎構造物の設計ができること。 ７　基礎構造物の設計ができること。

８　山留め・構台及び構造物の部分的施工に係る施工計画及びその管理がよくできること。 ８　山留め・構台及び構造物の部分的施工に係る施工計画及びその管理がよくできること。

９　建築物の劣化等の維持管理ができること。 ９　建築物の劣化等の維持管理ができること。

１０　安全衛生作業の管理と推進ができること。 １０　安全衛生作業の管理と推進ができること。

１　鉄筋コンクリート造等の建築において、一連の施工ができること。 １　鉄筋コンクリート造等の 建築において、一連の施工ができること。 文言整理による。

２　鉄筋コンクリート造等の建築において、一連の施工計画がよくできること。 ２　鉄筋コンクリート造等の 建築において、一連の施工計画がよくできること。 文言整理による。

３　鉄筋コンクリート造等の建築において、一連の施工管理がよくできること。 ３　鉄筋コンクリート造等の 建築において、一連の施工管理がよくできること。 文言整理による。

４　施工計画及び施工管理の技能・技術を施工現場に適応できること。 ４　施工計画及び施工管理の技能・技術を施工現場に適応できること。

居住・建築システム技術系建築施工システム技術科（元） 居住・建築システム技術系建築施工システム技術科（改定案）

学科 学科

専
攻

専
攻

実技 実技

専
攻

専
攻

応
用

応
用

技能照査の基準の細目　居住・建築システム技術系建築施工システム技術科
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